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第４０回国土審議会土地政策分科会企画部会 

令和３年３月１５日 

 

 

【企画専門官】  お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまから第４０回

国土審議会土地政策分科会企画部会を開催させていただきます。 

 委員の皆様方には、大変お忙しいところを御出席いただきまして、大変ありがとうござ

います。私、事務局を務めさせていただきます、国土交通省不動産・建設経済局土地政策

課企画専門官の近藤でございます。しばらくの間、進行を務めさせていただきます。 

 本日の会議も、前回同様、ウェブ会議形式で開催させていただきます。不慣れな点もあ

るかと存じますが、何とぞ御容赦いただければと存じます。 

 また、御希望された方にもウェブにて傍聴いただいておりますので、御承知おきくださ

い。 

 また、本日は、浦川議員、奥田委員、清水委員、竹中委員におかれましては、所用のた

め御欠席の御連絡をいただいております。 

 なお、省庁側の出席者につきましては、時間の都合上、事前にお送りしております出席

者一覧表をもって紹介に代えさせていただきます。 

 本日の会議の議事録につきましては、内容について各委員に御確認いただいた後、発言

者を含めて公表ということにさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、本日の資料につきましては、議事次第に記載のとおりでございます。資料

については、事前に送付してございますほか、画面に表示させていただく予定でございま

す。不備等ございましたら、議事の途中でも結構ですので、チャット機能にて事務局にお

申しつけいただければと存じます。 

 それでは、これより議事に入ります。以降の議事進行につきましては、中井部会長にお

願いしたいと存じます。中井部会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

【中井部会長】  皆さん、おはようございます。部会長の中井でございます。それでは、

本日もよろしくお願いいたします。 

 議事次第に従いまして進めてまいりたいと思いますが、本日、議事としましては、５つ

用意されておりまして、５番目が意見交換なんですけれども、それまで４つございます。

１つ目は、まず、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しについて、こちら
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は法務省より御説明をお願いする予定にしております。 

 続いて、防災の観点からの土地の適正な利用・管理についてということで、こちらは、

事務局からまず、土地政策全体における位置づけを御説明いただきまして、その後関連法

案について、それぞれ担当課より御説明いただくことにしております。 

 さらに、本年２月に開催されました所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議

について事務局より御報告をいただき、最後に、５月に改定を予定しております土地基本

方針の改正骨子案について担当課より御説明をお願いいたします。 

 ということで、最初にずっと説明が続くんですけれども、意見交換は説明終了後に全部

まとめて行いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、資料１につきまして、法務省民事局の大谷参事官より御説明をお願い

いたします。 

【法務省民事局参事官】  法務省民事局参事官の大谷と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。本日は、資料１に基づきまして、所有者不明土地の解消に向けた民事基本

法制の見直しについての御説明をさしあげたいと思います。 

 法務省におきましては、２０１９年２月から法制審議会でこの民事基本法制の見直しに

ついて取り組んでまいりまして、先日、２月１０日に改正要綱の決定答申を受けたところ

でございます。これを受けまして、法務省におきまして法案の策定作業に入りまして、先

日３月５日に法案が閣議決定され、法案を提出したというところでございます。 

 その内容でございます。所有者不明土地、御案内のとおり、不動産登記簿により所有者

が直ちに判明しない、あるいは判明しても連絡がつかない土地でございますけども、これ

が全国に多数存在し、問題を引き起こしていると。 

 参考の右側にございますけども、所有者不明土地の割合は、国土交通省における調査に

おきましても、全国に２割程度あるということでございまして、その主な原因としては、

その２割のうちの３分の２は相続登記が未了である。登記名義がなくなっても相続登記が

されていない。それから、３分の１程度は住所変更登記が未了である。引っ越しされても

住所変更の登記がされていないというようなことで、直ちに所有者にたどり着かないとい

う状態になっているというところでございます。 

 今回の法案では、大きく２つの観点から総合的に民事基本法制の見直しを行うことにし

ておりまして、１つが、所有者不明土地の発生予防、もう一つが、所有者不明土地の利用

の円滑化という形でございます。 
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 所有者不明土地の発生を予防する方策に関しましては、まず１つ、不動産登記法の見直

しということで、所有者不明土地の主な発生原因が、先ほど申し上げました相続登記や住

所変更登記の申請が義務でないということでございますので、それを義務づけるとともに、

負担軽減策をパッケージで導入するということ。 

 ２つ目の予防方策といたしまして、土地利用ニーズの低下等によって土地を手放したい

者が増加していって負担感が大きくなっているというところから、相続等により取得した

土地所有権の国庫への帰属に関する法律案というもので新しい制度をつくるということに

いたしております。 

 また、所有者不明土地の利用の円滑化を図る方策ということで、民法の一部改正という

ところでございます。内容につきましては、さらに詳しく御説明させていただきたいと思

います。 

 次のページでございますが、まず、発生予防の方策ということで、不動産登記法の改正

に関するものでございます。相続に関する不動産登記情報の更新を図る方策ということで

ございますが、問題の背景といたしましては、大きく、登記名義の相続人が分からないた

めに、探索に時間と費用がかかって買収等が妨げられるということ。それから、登記名義

人が死亡しているかどうかだけでも分かれば、事業用地の選定が円滑にできるという指摘

があるといった背景の下に新しい仕組みを提案しておりますが、まず１つ、相続登記の申

請を義務化するということで、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から

３年以内に相続登記の申請をすることを義務づける形にしておりまして、１０万以下の過

料の罰則というものをつけた義務化を図っております。 

 実効性を確保するために、環境整備策をパッケージで導入するということといたしてお

りますが、下のほうに、まず、相続人申告登記の新設ということで、手続的な負担の軽減

を図っています。この仕組み、現行法における相続登記と申しますと、亡くなった方が生

まれてから亡くなるまでの戸籍を全て集めた上で、法定相続人が何人いるのか、それぞれ

の法定相続分が幾つなのかということを特定した上でしないと登記ができないという状態

になっておりますけども、それではなかなか負担が重いということになります。そこで、

新しい仕組みの下では、相続人が、自分が法定相続人のうちの１人であるということを示

す最低限の資料をお示しいただきまして、単独で申告可能で、添付書面を簡略化するとい

う形にしております。この登記におきましても、住所と氏名が登記に反映された形になり

ますけれども、持分は登記されない報告的な登記ということになっております。 
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 それから、費用負担の面ですけども、こちらは今回の不動産登記法の見直しでは直接扱

っておりませんが、登録免許税の負担軽減策の導入などを今後要望する予定としておりま

す。 

 それから、登記漏れの防止ということで、そもそもその亡くなった方がどのような不動

産を持っていたかということが分からないということがございますので、新しく所有不動

産記録証明制度を新設いたしまして、特定の者が名義人となっている不動産の一覧を証明

書として発行することができるようにするということとしています。 

 一番最後、これは運用の話でございますが、現在も地方公共団体と連携して相続登記促

進の取組をしておりますが、これをさらに進めていくことといたしております。 

 それから、一番上にありました②の事業用地の円滑な選定のことでございますが、真ん

中の右側、登記名義人の死亡等の事実を公示するということで、登記官はいろいろな契機

で登記名義人が亡くなっているということを知ることができますけども、その死亡等の情

報を取得して、職権でその旨を登記に表示する。符号、マークをつけるという形で、登記

名義人が亡くなっているということが少なくとも分かるような形にしようといたしており

ます。 

 もう一つの登記の見直し関係ですけども、住所変更未登記への対応ということで、住所

変更登記の申請を義務づける。こちらのほうは２年以内の義務づけとなっておりまして、

５万円以下の過料の罰則を伴うものとしておりますが、こちらも実効的な義務とするため

に、他の公的機関から取得した情報に基づき、登記官が職権的に変更登記をする新たな方

策を導入するという形で、簡便な手続で登記に反映できるようにするという形でございま

す。 

 新たな方策の仕組み、真ん中のところでございますけども、イメージといたしましては、

自然人の場合、登記申請の際に、氏名・住所、現在求めているもののほか、生年月日等の

検索用の情報の申出をしていただきまして、登記官のほうで定期的にその情報を用いて住

民基本台帳ネットワークシステムに対して照会し、異動情報を取得する。その取得した情

報に基づいて、登記名義人に登記をすることについて確認を取った上で住所変更の登記を

するということとしています。 

 法人の場合には、法人・商業登記システムと不動産登記システムを連携させまして、あ

らかじめ会社法人等番号を登記事項として追加し、その申出をしていただいた上で、不動

産登記システムに対して、それぞれ連携して、法人・商業登記システムから住所変更登記
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等の情報の通知を受けて、登記官のほうで変更登記をするという形としております。 

 次のページでございます。２つ目の発生予防策で、土地所有権の国庫帰属制度というも

のがございますけれども、先ほど申し上げたとおり、土地利用ニーズの低下等によって、

土地を相続したものの、その負担感が重いので土地を手放したいと考える者が増加してい

る。この負担感のために管理の不全化を招いているところでございますので、今般、相続

によって取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度を創設するこ

とといたしております。もっとも、管理コストの国への転嫁、あるいは、どうせ国に転嫁

すればいいやということで、管理をおろそかにするモラルハザードのおそれがあるという

ところを考慮いたしまして、一定の要件を設定して法務大臣が要件を審査するという形に

しております。 

 その要件といたしましては、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を

要する土地に該当しないことということで、建物がある、土壌汚染があるなどの、ここに

列挙されているようなものは国庫帰属させることができませんけども、そうでなければ、

この法令の規定に当たらないのであれば、国庫に帰属させなければならないという形にな

っております。 

 また、要件のところの下に丸がございますけども、審査手数料のほか、土地の性質に応

じた標準的な管理費用を考慮して算出した１０年分の土地管理費相当額、詳細は政令で規

定とありますけども、その負担金を徴収するということで、参考としてございますけれど

も、現行の国有財産の管理の下では、２００平米の市街地にある宅地の管理費用は、１０年

分で約８０万円程度と伺っておりますけども、この制度、建物がないといったことを要件

としておりますので、主な対象は原野などになろうかと思いますけれども、市街地にない

原野でございますと、これは１０年間で約２０万円程度というふうにお伺いをしておりま

す。そういった現在の費用を参考として、それを考慮して、政令で負担金を定めていくと

いうことになります。 

 最後のページでございますけれども、利用の円滑化関係の民法の見直しでございます。

民法の見直し、様々なところに挙がっておりますけども、まず、所有者不明土地等管理人

制度の創設というところで、現行法の下では、土地の所有者が所在不明になってしまって

いる。それで、買収等ができないというときには不在者財産管理人の制度が使われており

ますけれども、この不在者財産管理人は、不在者の土地だけでなく財産全般を管理しなけ

ればならないために、非効率になりがちだというような指摘がございます。 
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 そこで、今般、所有者不明土地の管理に特化した新しい財産管理制度を設けるというこ

とで、所有者不明土地管理制度を創設する。また、建物につきましても、所有者の所在が

不明になって困っているということは同様の問題がございますので、所有者不明土地・建

物管理制度も創設するという形にしております。この制度の下では、裁判所が管理命令を

発令して管理人を選任し、裁判所の許可があれば土地や建物の売却も可能であるという形

にしております。 

 それから、相続が発生いたしますと共有になっていくことも多いところでございますけ

ども、共有者の一部でも所在が不明になると意思決定ができなくなってしまうという問題

がございます。そういう不明共有者がいる場合の対応といたしまして、共有物の利用の円

滑化を図る仕組みの整備ということで、まず１つ、裁判所の関与の下で、不明共有者等に

対して公告等をした上で、残りの共有者の同意で全員同意が必要な行為ができる、あるい

は残りの共有者の過半数で管理行為ができるといった形の仕組みを新たに創設することと

しています。また、この共有関係を解消するということも重要ですけれども、裁判所の関

与の下で、この不明共有者の持分に相当する額の金銭を供託して、他の共有者が不明共有

者の持分を取得する、あるいは第三者に売却するといったことを可能とする仕組みを整備

することといたしております。 

 それから、遺産分割長期未了状態への対応というところがございますけれども、長期間

放置された後の遺産分割では、具体的相続分という現行の遺産分割で算定が必要なものが

ございますけども、証拠が散逸して共有状態の解消が困難になっているという問題がござ

いますので、相続開始から１０年を経過したときは、具体的相続分による分割の利益を消

滅させて、画一的な法定相続分で簡明な遺産分割を可能とする仕組みを創設する形にして

おります。 

 一番最後のところでございますが、隣地等の利用・管理の円滑化ということで、相隣関

係規定等の見直しということでございますが、ライフラインの導管を、現行法、様々な解

釈の下で隣地に設置することができるという形にしておりますけども、規定が全くありま

せんので、紛争が生じたときに困ってしまう、あるいは隣地の所有者の所在が不明なとき

に困ってしまうということがございます。そこで、今般、ライフラインの設備設置権等の

規律の整備ということで、ライフラインを引き込むための導管等の設備を他人の土地に設

置する権利を明確化する。そういう形で、隣地所有者不明状態にも対応できる仕組みを整

備するといたしております。 
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 また、一番下のところでございますけども、所有者が判明しておりましても、土地や建

物が管理されないことによって荒廃して危険な状態になることもございます。その所有者

が管理に無関心なため放置していることで、他人の権利が侵害されるおそれがあるような

場合には、裁判所による管理人の選任を可能にする管理不全土地管理制度、また、建物に

ついても同じような問題がございますので、管理不全建物管理制度を創設するという形に

しております。 

 今般、法案を提出いたしました法務省といたしましては、これをできるだけ限り早期に

成立することができるように努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

【中井部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、資料２－１、防災の観点からの土地の適正な利用・管理につき

まして、まずは事務局から御説明をお願いいたします。 

【企画専門官】  資料２－１につきまして御説明申し上げます。 

 １ページ目でございますけれども、本日、この後御報告いたします道路法、鉄道事業法

等の改正に関する法案と流域治水に関する法案につきましては、土地政策の観点からは、

いずれも防災の観点からの土地の適正な利用、あるいは管理に関するものとなってござい

ます。その点、企画部会中間取りまとめのこれからの土地政策の全体像に当てはめてみま

すと、１つは、流域治水の観点から貯留機能を確保したり、浸水被害の防止のために一定

の区域を指定して、土地利用をコントロールしようという施策などについて後ほど御報告

がございますが、そういった施策は、現在、既に利用されている土地の目線で言いますと、

防災・減災や持続可能性の確保といった観点から、上段にございます最大限有効に活用す

る取組、最適活用に資するというものでございまして、現在、低未利用な土地の目線から

は、中段にございます地域における公共・公益的な利用を確保する点に資するものとして

位置づけられるものと存じます。 

 もう一つは、防災の観点から、道路や鉄道の機能の確保のための施策について御報告ご

ざいますけれども、特にインフラ隣接地の適正管理を確保するという点につきまして、下

段にございます外部不経済の発生抑制・解消のための適正な管理を確保する取組として位

置づけられるものと考えてございます。 

 続いて、それぞれの分野の現状を改めて確認させていただきますと、インフラ隣接地の

管理等に関する制度につきましては、土地基本方針におきましても、インフラに関する防

災対策の観点から、インフラ隣接地の土地所有者の適正な管理を確保するほか、必要に応
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じてインフラ管理者が事前防災や早期復旧を円滑に行うための仕組みについても検討を進

めるとされておりまして、現在、インフラ隣接地の管理に関する制度につきましては、主

に表にあるような内容でございまして、電気事業法と電気通信事業法はほぼ共通でござい

まして、事前対策については、植物が電線に障害を及ぼす若しくは及ぼすおそれがある場

合は、樹木の伐採・移殖が可能ということでございますし、非常事態等が発生した場合な

どは、他人の土地を一時使用することが可能ということでございます。 

 道路につきましては、現行法におきましても、沿道の一定区域を指定して沿道の土地の

管理者等に措置命令をすることができる。あるいは、非常災害時に必要な土地を一時使用

し、又は土石、竹木などを使用・収用・処分することが可能となってございます。 

 次のページは、鉄道用地隣接地からの災害リスクのイメージということでございます。 

 最後のページでございますけど、もう一つの流域治水関連法案の関係からは、防災の観

点からの土地利用規制に関する制度の現状ということで、防災の観点からの土地利用規制

に関する制度は、土地基本法の１３条におきましても、災害の防止というものを昨年の土

地基本法改正において要素を追加しておりまして、災害の防止にも配慮した適正な土地の

利用及び管理の確保を図るため、土地の利用又は管理の規制又は誘導に関する措置を適切

に講ずるとされているところでございまして、その点からも重要な施策であるということ

でございます。 

 現在、防災の観点からの土地利用規制に関する制度につきましては、主に以下の表のよ

うな、いわゆるレッドゾーン、イエローゾーンと言われる各種の土地利用規制が措置され

てございますけれども、近年の自然災害の激甚化等に対応しまして、さらなる充実を図る

ための検討が進められておりまして、今回の法案につながっているということでございま

す。 

 以上でございます。 

【中井部会長】  それでは、続いて資料２－２に参ります。踏切道改良促進法等の一部

を改正する法律案についてでございます。こちらは、国交省の道路局路政課の髙山課長、

鉄道局施設課の富田施設監理官より御説明をお願いいたします。 

【路政課長】  道路局の髙山でございます。今回国会に提出しております踏切道改良促

進法等の一部改正法、１つの柱は、踏切の安全対策を拡充するということなんですけれど

も、踏切は道路と鉄道の兼用工作物でもありますので、関連して、道路と鉄道、それぞれ

防災機能を強化する内容を盛り込んでおります。今回のテーマに関して言いますと、道路・
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鉄道それぞれについて、区域外からの支障の発生を防止するというための新しい制度を共

通して入れておりまして、その御紹介でございます。 

 災害時の道路の交通機能を確保するために、新しく沿道区域で工作物に関する規制制度

を設けるというものになっております。 

 左側に課題とございますけれども、緊急輸送道路のような重要な道路につきましては、

この道路の中で、占用の禁止・制限ができる制度があり、その指定の延長を延ばしていま

す。ただ、道路の外に例えば電柱が設置をされて、それが災害時に倒れてきて道路を閉塞

するというような事態が現に発生してきているということで、これに対して対処したいと

いうことであります。 

 道路の沿道に関しましては、先ほど少し御紹介ありましたけれども、道路境界から幅

２０メートルまでの範囲で、区域外からの道路の構造、交通に及ぼす損害の発生を防止す

るという規制制度がございます。道路管理者が区域を指定いたしますと、この沿道の区域

内の土地や工作物の管理者に損害予防義務がかけられます。必要に応じて措置命令が可能

になるということですけれども、ただ、新しく何か工作物が設置をされるということに対

しては何も手段がございませんので、ここに手を入れたいということであります。 

 右手のフロー図を御覧いただきますと、この沿道区域について、今回、損害予防措置の

対象になる土地、竹木、工作物を具体的に特定して明示をいたします。加えまして、新し

くこの沿道区域の中に届出対象区域を道路管理者が指定できるようにいたします。そこで、

その区域内で工作物を設置しようとする場合には、道路管理者に届出をしていただくとい

うことでありまして、それによりまして、例えば電柱の場合でありましたら、仮に倒れて

も道路の区域にかからないような奥にセットバックをしてもらうとか、あるいは電線の場

合であれば地中化を促すというような事前の調整機会を設けられるようにするというもの

であります。必要に応じて場所の変更等の勧告ができるようになるということでありまし

て、設置されて以降はもともとの制度で損害予防措置が適用されるということになります。 

 具体の対象物は、道路管理者が指定をして公示をすることになります。電柱・電線のほ

かにも、過去、災害で倒壊したというものであれば、例えばロードサイドの店舗の看板で

あったり、あるいはゴルフ練習場の支柱・ネットというようなものもございますので、制

度の対象としては、そういったものも含めて念頭に置いているところでございます。 

 まず、道路に関しましては以上です。 

【施設監理官】  鉄道局施設監理官の富田と申します。 
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 今回のこの踏切道改良促進法等の一部改正におきまして、鉄道事業法を改正いたしまし

て、鉄道における事前防災・応急復旧対応の強化を図るためということで、鉄道用地外か

らの災害に対する事前防災・早期復旧を図るための制度改正を２つ御用意しております。 

 資料の左側のほうの箱ですけれども、１つが、鉄道用地外の樹木が線路に倒れ込んでき

て輸送障害が発生するというような事例が、ここ数年平均すると年間約１７０件発生して

いるということがございまして、今、法的根拠はないんですけれども、今回、制度を設け

まして、鉄道事業者は国土交通大臣の許可を受けた上で、鉄道施設に障害を及ぼすおそれ

のある樹木・植物の伐採等を可能とするということで、輸送障害を未然に防止するという

制度を１つ設けたいというふうに考えているところでございます。 

 ２つ目が、右側の箱になりますけれども、現行、鉄道事業者のほうで鉄道の工事をする

際に、国土交通大臣の許可を受ければ隣地を一時使用できる規定があるんですけれども、

この規定を拡充いたしまして、災害からの応急復旧に当たりまして、下に写真があります

ような作業場ですとか、あるいは道路運送車両・重機の置場、あるいは資材運搬のための

索道、土石の捨場といったような用途で隣接地を活用するということで、迅速な復旧を可

能にするという制度設計を設ける予定でございます。 

 １ページおめくりいただきまして、一番上の鉄道でございますけれども、左側が樹木で

右側が用地外の土地の一時使用でございますけれども、現行は法的根拠がないんですけれ

ども、電気事業法、電気通信事業法、こういった規定を参考といたしまして、一番下のと

ころにありますような条文（案）でございますけれども、国土交通大臣の許可を受けて、

そういった行為ができるようにするという規定を設けることといたしております。 

 御説明は、以上でございます。 

【中井部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、資料２－３に参ります。特定都市河川浸水被害対策法等の一部

を改正する法律案についてでございます。こちらは、国交省の水管理・国土保全局水政課

の松原課長より御説明をお願いいたします。 

【水政課長】  水政課長の松原と申します。よろしくお願いいたします。 

 流域治水関連法案というふうに略称をつけておりますけれども、改正法律にあるとおり、

９本の法律を改正するものでございます。 

 改正の背景・必要性のところを見ていただければと思いますが、今回、流域治水という

ことで、上の背景・必要性の矢印のところにございますが、いわゆるハード整備の強化。
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これはどちらかというと予算対応になりますけれども、こういうところに加えまして、上

流・下流、本川・支川といった流域全体を俯瞰して、国、流域自治体、企業・住民等、あ

らゆる関係者が協働してということで、要は河川管理者だけじゃなくて、地域づくり、ま

ちづくり、あるいは防災、そういった点で関係のある地域の県、市町村、住民、企業とい

った方々を巻き込んでパートナーとしていきながら、いわゆる流域治水というものを進め

ていこう。それを実効的に進めるための法案ということでございます。 

 法案の概要として４つポイントがございまして、１つが、いわゆる流域治水という川の

中、川の外の対策について計画をつくったりですとか、協議をしていったりといった計画

体制の強化を図るということ。 

 それから、２つ目、左下でございますけれども、氾濫をできるだけ防ぐための対策、雨

をためていきましょうとか、そういったことでございますが、こういった対策が２番目。 

 それから、３番目でございますが、被害対象を減少させるための対策ということで、要

するにまちづくりであったりというようなところと水災害対策との連携ということでござ

います。 

 それから、４番目が被害の軽減、早期復旧ということでございまして、例えばハザード

マップの作成を義務づける対象河川を増やしていきましょうといったことを内容としてお

ります。 

 このうち、土地の利用管理ということに関わるものにつきまして、順次説明させていた

だきたいと思います。 

 まず、流域治水というふうに先ほどから申し上げておりますが、イメージをまず最初に

把握していただいたほうが分かりやすいかということで、下の絵のほうを見ていただきた

いと思います。 

 左下のほうに堤防強化ですとか、右上の山のほうに治水ダムの建設・再生ということで、

いわゆる川の中でハード整備をこれまで進めてまいりましたが、これからの気候変動で雨

が降っていく中で、川の中だけの対策ではどうしても足りないということで、川の外での

対策をやっていこうということでございまして、左の真ん中辺りでございますけれども、

例えば浸水被害防止区域ということで、洪水の危険なエリアについて土地利用規制を行っ

て、住宅、社会福祉施設について許可制の対象としていく。そこにもう住んでいる方々が

安全なところに移りたいという場合には、矢印で防災集団移転事業というふうに書いてい

るところに移っておりますけれども、防集事業で安全なところに移っていただいたりとか。 
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 それから、さらに左下のほうで雨水貯留施設という、建物の地下にスペースが書いてあ

りますけれども、こういった形で雨水をためるような施設を造っていただいて、できるだ

け川のほうに水が流れ込まないようにしていくといったようなことを総合的に取り組んで

いく。これを河川管理者だけじゃなくて、自治体あるいは民間の方々と一緒に進めていこ

うというものでございます。 

 ３ページでございますが、まず１つが、流域治水の計画・体制の強化ということで、い

わゆる流域という概念を使って対策を講じる法的仕組みとして、特定都市河川というのが

あるんですけれども、これが今、指定する河川の要件として、市街地の進展で河川整備が

困難で、流域対策をやらないといけない河川ということで、例えば川にまちが張りついて

いて川を広げられないとか、そういったところについて流域対策を講じようというもので

したが、今回、自然条件ということで、近年バックウォーターということがテレビでも出

てくるようになりましたけれども、支川からの水が本川に流れ込むことができずに支川の

ほうが氾濫するような現象ですとか、あるいは狭窄部があって、その上流が氾濫してしま

うといった自然的条件で被害対策が困難な河川も特定都市河川に指定します。 

 今後、（２）のほうで書いておりますけれども、協議会のイメージということで、河川管

理者、それから都道府県・市町村さん、下水道管理者、それから民間事業者さん、学識経

験者の方々、それから、場合によっては、農政局などの関係行政機関、こういった方々が

集まって協議会を開いて、具体的には右側でございますが、これまで河川あるいは下水道

管理者が雨水貯留対策を中心的にやってまいりましたが、加えまして地方公共団体と民間

で、そういう雨水貯留対策をどういうふうに強化していきましょうかですとか、あるいは

土地利用の方針ということで、そういう保水・遊水機能を有する土地をどういうふうに保

全していきましょうか。あるいは、著しく危険なエリアについて、どういうふうに住宅等

の安全を確保してきましょうかということを協議いただいて、協議結果を流域水害対策計

画というものに位置づけまして、それぞれの主体が対策を確実に実施していく。こういっ

た仕組みを講じていきたいと思っております。 

 次でございますが、氾濫をできるだけ防ぐための対策ということで、特に（２）の下半

分でございますが、雨水による河川への影響をできるだけ小さくするということで、左側

はどちらかというと自然を生かしたものでございますけれども、河川に隣接した農地とか

低未利用地といったところを水がたまるところとして保全したり、真ん中は緑地でござい

ますが、いわゆる雨水を貯留浸透する機能を有する緑地を積極的に保全していくというこ
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とを講じたりですとか、さらに右側につきましては、地方公共団体あるいは民間さんが建

物を造ったりというときに、あるいは駐車場の下とかを活用してということになろうかと

思いますけれども、雨水貯留施設を整備する場合に、地方公共団体や民間さんに補助金を

交付することによって、その整備を促進していったり、さらに民間さんについて固定資産

税の軽減を図るといったことで、こういった施設の整備を促進してまいりたいというふう

に考えております。 

 次でございますが、被害対象を減少させるための対策ということで、まちづくりとの連

携、住まい方の工夫ということでございます。 

 まず、左上の①でございますけれども、これは特定都市河川法のほうで講じますが、い

わゆる浸水被害の危険が著しく高いエリア、もう常習的に水につかるような土地につきま

しては、浸水被害防止区域というものに都道府県知事が指定しまして、住宅あるいは要配

慮者施設の開発行為あるいは建築行為をする場合に許可制の対象にするということで、例

えば建築の段階について申し上げれば、下の絵がございますけれども、例えばブルーの破

線まで水につかるという場合には、それより上に居室を設けなければならないとか、ある

いは洪水があったときに建物が倒れないような構造になっていなければならない、こうい

った許可基準をクリアしなければ建物を建てることはできないというような規制がかかる

エリアになります。 

 一方、こういう危険なところには住みたくない、安全なところに移りたいという場合に

は、右上の③にございますけれども、防災集団移転事業の対象として移転を図る。今回、

防集の改正、併せまして、浸水被害防止区域のほか、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊区

域等といったものも移転の対象エリアに追加するとともに、事業の担い手支援としまして、

防集事業は市町村さんが事業主体になるんですけれども、都道府県が代わりに計画を策定

したりですとか、あるいはＵＲ、都市再生機構さんが、計画の策定あるいは事業実施を行

うような仕組みも同時に講じていきたいと考えております。 

 さらに②、左下でございますけれども、①ほど危険ではないけれども、さらに安全なま

ちづくりをやっていきたいという住民の意向が強いところについて、地区計画という都市

計画制度を使いまして、同じように床のかさ上げ等々の規制を講じていく仕組みも、併せ

て都市計画法の改正で講じていきたいと考えております。 

 さらに、④でございますけれども、避難先の確保ということで、購買施設あるいは医療

施設という形でふだん使いをしながら、いざ水災害等が発生した場合に、住民の皆さんの
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避難・滞在の拠点となる施設を都市施設として位置づけまして、整備の促進を図っていく

という取組も併せて進めてまいりたいと思っております。 

 それでは、最後でございますが、被害の軽減対策ということで、ここでは（１）のみ紹

介させていただきます。現在、例えば洪水のハザードマップにつきましては、比較的大き

な河川だけが対象となっておりますが、結局、中小河川でも人がお亡くなりになっている

現状がございますので、今回、住宅など、防御対象のある全ての河川をハザードマップ作

成の対象エリアに拡充するということで、現在義務づけされている河川が２,０００河川

ございますが、今後５年間で１万７,０００河川、これらの河川において、どれだけのエリ

アで、どれだけの深さ、想定最大規模の洪水が起きたときにつかるのか。そのつかる場合

を想定したハザードマップの策定ということが義務づけられていくということになってま

いります。 

 さらに今回、併せまして、下水道で排除できない雨水による内水被害のエリア、あるい

は高潮のエリア、こういったものについても、同様にハザードマップ作成エリアの拡大を

図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

【中井部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、資料としては最後になります。資料３、所有者不明土地等対策の推進のため

の関係閣僚会議資料、及び資料４－１、土地基本方針改正骨子案について、この両方につ

きまして、事務局の土地政策課、千葉課長より御説明をお願いいたします。 

【土地政策課長】  よろしくお願いいたします。土地政策課長の千葉でございます。 

 まず、私のほうから資料３に基づきまして、先月２月２４日に開催されました第７回の

関係閣僚会議におきまして、私ども国交省から提出した資料、それから最新の工程表につ

いて御紹介をしたいと思います。この関係閣僚会議でありますけれども、平成３０年１月

に立ち上がりました。内閣官房長官を主宰といたしまして、総務大臣、法務大臣、財務大

臣、農林水産大臣、国交大臣、復興大臣、内閣官房長官から構成されたメンバーで開催さ

れておりまして、第１回から始まったものが今、第７回ということになっております。 

 資料３の紙なんですけれども、昨年３月に公布・施行されました改正土地基本法は、土

地の適正な利用・管理の確保の必要性などを明確化したものでございますけれども、今後

はその内容を踏まえまして、関係省庁と連携の上で、先ほど法務省さんから御説明のあり

ました民法・不動産登記法の改正も踏まえまして、所有者不明土地対策に資する具体的施
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策を着実に展開していく必要があるという認識の下に、このようなスケジュールで今後進

めていきますということを報告させていただきました。 

 御覧いただいている資料の下のほう、平成３０年６月に所有者不明土地特措法が制定さ

れまして、土地基本法が平成２年３月に改正され、初代の土地基本方針が去年の５月、策

定されました。法務省さんにおける民事基本法制の見直しを受けまして、今まさに委員の

先生方に御審議いただいております国土審議会における調査審議を経まして、後ほど御説

明いたします土地基本方針の改定、５月頃閣議決定を想定しておりますけれども、させて

いただいた上で、令和４年、所有者不明土地特措法施行３年経過の見直しを制度面で反映

させた取組をしていきたいということでございます。 

 御覧いただいている資料が、所有者不明土地特措法施行後３年経過の見直しに向けた検

討の素案ということで御報告させていただいたものでありますけれども、いずれも第

３７回から再開をいたしましたこの企画部会で、様々御報告させていただき、御意見を賜

ったようなものを反映したものになってございます。上からざっと御紹介いたします。 

 １番目としまして、所有者不明土地の円滑な利活用を図るための仕組みの拡充というこ

とで、地域福利増進事業のモデル調査、御紹介をさせていただきましたけれども、地域に

おける新たな土地の利用・管理のニーズを踏まえた事業の拡充ということで、例えば地域

の防災・減災に資する備蓄倉庫等の防災関連施設の整備事業の追加、これは防災・減災の

観点です。それから、例えば再生可能エネルギーの地産地消に資する施設の整備事業、こ

れは再生可能エネルギー、２０５０年カーボンニュートラル、そういったものを念頭に置

いたものでございますけれども、例示をさせていただいておりまして、いずれにいたしま

しても、地域におけるニーズを踏まえて事業の見直しをしていきたいということでござい

ます。 

 それから、２つ目が、これも御紹介をさせていただいたと思いますが、全国で空き地条

例などに基づきまして、管理不全土地対策に取り組まれている自治体がございます。今回、

民法等を改正されまして、民民の観点からの管理不全土地対策、大きな一歩を踏み出すと

いうことでありますけれども、そういった動きも踏まえまして、管理不全土地の実効性あ

る行政的措置、例えば指導、勧告、命令、代執行、そうしたものを位置づけた条例などが

ありますけれども、そうした法的根拠を求めるニーズもございますので、そうした声に応

えるために考えていきたいということでございます。 

 ３つ目が、低未利用土地の円滑な利活用を図るための仕組みということで、これもモデ



 -16- 

ル事業、御紹介させていただきましたけれども、低未利用土地の利用のニーズをマッチン

グするような仕組みを地域のニーズを踏まえて考えられないか。ここではランドバンクと

いう仕組みが念頭にございますけれども、こうした仕組みを検討するというのを３つ目で

提示させていただいております。 

 それから、最後の４つ目でありますけれども、これは民法などの改正におきまして、所

有者不明土地、管理不全土地に対する民民の世界での新たな仕組みが創設されますけれど

も、今度は行政として、こうした土地について関与できるような仕組みがつくれないかと

いうことでございます。 

 なお、先ほど法務省さんから御説明のございました民法改正法案におきまして、所有者

不明土地管理命令制度というものが創設されるわけでありますが、これにつきましては、

地方公共団体による活用を可能とする仕組みにつきましては、民法と一緒に所有者不明土

地法一部改正ということで、一部先行的に措置をさせていただいているところでございま

す。 

 これが最新の工程表ということでございまして、真ん中辺りに法務省さんの民法改正、

先ほど御紹介いたしました必要な制度見直しの実施というのが右下のほうに書かれており

まして、今後こうした工程表に基づきまして、さらに施策の検討を深めまして、委員の先

生方の御意見もしっかり賜っていきたいというふうに考えております。 

 以上が資料３でございます。 

 資料４以下が、今年の５月頃を想定してございますけれども、土地基本方針、去年５月

にできたものなんですけども、最初の改定作業に取り組ませていただきたいということで

ございます。 

 土地基本方針でございます。これは重々御案内のことと存じますけれども、先般の土地

基本法の改正によりまして制度化されたものでございます。土地基本法というものが、上

のほうの最初の丸でございますが、土地政策の基本的な方向性を示すことで、土地政策の

総合的な推進を図るという法律でございますけれども、一方、基本法という性質上、大半

が訓示規定とかプログラム規定で構成されております。具体的施策というのは、土地基本

法で示されました。基本的な施策に沿いまして、先ほどいろいろ御説明もありましたけど

も、関係省庁、関係部局、地方自治体の適切な役割分担の下で具体的に取り組んでいくこ

とになります。そうしたときに、関係省庁が一体性を持って土地政策をしっかり進めてい

くというよすがといたしまして、土地基本方針というものが位置づけられまして、今後、
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その策定・更新を通じまして施策の充実を図っていくということでございます。 

 以下、改定する土地基本方針にこういったことを盛り込みたいというものを御紹介させ

ていただきますけれども、資料の下のほうに書いてございます。この見直しにつきまして

は、大きく３つの観点で盛り込ませていただきたいと思っておりまして、１つは、これま

での企画部会におきまして委員の先生方からいただいた御意見、御議論いただいてきた事

項、そうしたものをまず盛り込んでいきたい。 

 もう一つは、モデル事業などを通じまして、自治体などの意見・気づきを踏まえた事項

というものを反映させていきたい。 

 それから、政府の中で検討・議論されている事項について反映していきたいということ

で、そうした観点から、まだまだ骨子案でございますけれども、策定をさせていただいて

おります。 

 以下、順次御紹介をさせていただきます。 

 この土地基本方針、どういうメニューを盛り込むのかというのは、改正土地基本法の中

に盛り込まれておりまして、大きく５つの柱がございます。以下、第一から第五まで御紹

介をしていきます。 

 まず、第一が、土地の利用・管理に関する計画の策定に関する基本的事項ということで

ございます。これは、土地に関するいろんな施策をしていく上で、計画に基づいて計画的

にやっていく、実行していくことが大事だよねと。そういう観点から、第一に、計画の策

定に関する基本的事項というものが位置づけられております。 

 右側のほうに、今でも記述はあるんですけども、御覧いただきますと、第３７回の企画

部会で国土政策局のほうから御紹介をいただきました、国土管理のあり方についての地域

住民の取組の指針となる構想などの検討、指針に基づくモデル事業による取組の普及とい

うことについて記述の充実を図らせていただきたいと考えております。 

 次に、第二というところでございます。これは土地の利用・管理の確保を図るための措

置ということで、改正土地基本法の一つの目玉であります管理の充実というところを受け

た項目になってございます。これも既に様々な記載がされているところでありますが、右

側御覧いただきますと、今あるランドバンクの取組というのが既に位置づけられているん

ですけれども、これも施策の充実ということで、モデル事業で得られた公的な位置づけの

必要性ですとか、権利関係が複雑な土地への対応などの課題解決を支援する取組の推進と

いう形で充実を図らせていただきたい。 
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 また、空き家・空き地バンク、これも記載が既にあるわけなんですが、これもさらに、

第３９回の御議論で御紹介させていただいておりますけれども、設置の支援、あるいは空

き家の有効活用事例、ＰＲＥ、公的不動産情報の掲載などによるデータベースの充実を通

じて活用促進を図っていきたいと思っております。 

 それから、左下の低未利用地を遊水地、緑地等として整備・管理することによる適正利

用の推進という記載も既にございますが、先ほど御紹介ございました貯留機能保全区域

等々の創設によります流域治水と水防災に対応したまちづくりの連携の確保という形で、

新規に追加をさせていただきたいと考えております。 

 それから、次の資料も土地の管理の確保を図るための措置ということでございますが、

管理不全土地への行政的措置の仕組みの推進と、閣僚会議でも報告させていただいた事柄

でありますけれども、記載の充実を図らせていただきたい。 

 また、空き家特措法に基づく取組の支援という点につきましても、これも第３９回の御

議論で御紹介させていただきましたが、窓口整備の取り組み、住宅マーケットを活用した

新たなビジネスの構築などの取組についてモデル事業の形成を促進していく。 

 あるいは、先ほど御説明がありました防災対策の観点からのインフラ隣接地の適正管理

の確保等々につきましては、最新の法改正を踏まえた記載の充実を図らせていただきたい

と考えております。 

 また、左下でございます。民民関係での土地管理の確保、民事基本法制の見直しという

ことが位置づけられておりましたが、これは改正民法の中身を受けまして記載の充実を図

らせていただくということでございます。 

 続いて、この土地の適正な利用・管理の項目の中の３つ目の柱であります所有者不明土

地問題への対応に関する措置ということでありますが、ここは民事基本法制についての相

続登記の義務化、それから相続により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設

等を受けた民事基本法制の見直しという形で、新規に具体化した施策を追加していきたい

と考えております。 

 また、地域福利増進事業の支援等々につきましては、これは先ほども御紹介しましたけ

れども、防災あるいは再エネ、そうした地域のニーズを踏まえた地域福利増進事業の拡充

という形で、新規に追加をさせていただきたいと思っております。 

 それから、土地基本方針、５つの柱のうちの３つ目でございますけれども、第三としま

して、土地の取引に関する基本的事項ということでございます。 
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 まず、不動産市場の整備につきましては、ＩＴ活用という点については既にうたってお

るわけですけれども、第３７回の御議論のときに御紹介させていただきましたが、いわゆ

るＩＴ重説、あるいは重要事項説明などの書面の電子化につきまして取組が進んでおりま

すので、記載の充実を図らせていただきたいと考えております。 

 それから、土地基本方針５つの柱のうちの第四、これは調査の実施、情報の提供に関す

る事項ということでございます。 

 これは、大きな柱が地籍調査の推進ということと、不動産登記情報の最新化を図る方策

についての検討ということでありますけれども、それぞれ法改正等々によりまして施策が

充実してきておりますので、そうした内容を受けまして、右側御覧のとおり、記述の充実

を図っていきたいというふうに考えております。 

 それから、左下でございますけれども、災害リスクについては、今の土地基本方針にも

書かれておりますが、それを右下でございますけれども、不動産取引時における重要事項

説明の対象項目として、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地というものを追加

した新たな取組もしておりますので、記述の充実を図らせていただくというものでござい

ます。 

 それから、オンラインの関係、これも情報の提供に関する基本的事項に盛り込まれてお

りますけれども、これについても先ほど御紹介ございましたけれども、不動産登記情報、

固定資産税課税台帳の連携において不動産番号を活用するなど、土地情報連携の高度化を

推進していくという形で充実を図らせていただきたいと思っております。 

 それから、最後になります。土地基本方針の５つの柱のうちの最後、総合的な推進を図

るための事項ということで、ここはコロナを踏まえましたニューノーマルに対応した様々

な取組を充実していきたいという観点から記載をしてございまして、例えば専門家の方々

との連携体制につきましては、ニューノーマルに対応したような形で、第３７回のときに

御紹介させていただきましたけれども、連携協議会の連携を促進していきたい。 

 あるいは、これは何回か御指摘を受けているところでありますけれども、普及のための

取組でございます。これは、この間、関係省庁から御説明させていただいておりますとお

り、土地基本法、そして民事基本法制といった国民生活に大きな影響を及ぼす制度見直し

が行われております。何より、その普及啓発というのが大事になるという観点から、毎年

１０月の土地月間をどういうふうに充実させていくのか、その見直し。あるいは、ニュー

ノーマルに対応して、なかなか既存の取組が進まなかったという反省も含めまして、広報
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活動の強化。それから、関係省庁・関係分野の専門家と連携した広報の展開をしっかりし

ていきたいという形で盛り込ませていただいております。 

 長くなりましたが、最後でございます。資金・担い手の確保でございます。これは再掲

部分が多いので、御覧をいただけたらと思いますが、真ん中の段、新型コロナウイルス感

染症への対応というところで、特に、公共事業を迅速化していこうと思いますと、なかな

か対面の折衝がままならないところもございました。今のところ大きな支障はないんです

けれども、こうしたニューノーマルへの対応というものも踏まえた、用地の取得の円滑化

のための取組というものをしっかりやっていきたいという形で、新規の事柄として追加を

させていただきたいというような内容となってございます。 

 まだ骨子の内容でございまして、なかなか先生方の御意見、完璧に反映できているもの

ではございませんが、御覧いただいて御意見賜れればと思います。私からは、以上です。 

【中井部会長】  ありがとうございました。以上で、資料説明は全て終了でございます。 

 ここからは意見交換の時間とさせていただければと思います。まだ１時間弱ぐらいござ

いますので、十分時間が取れるんじゃないかと思います。それでは、いただきました資料

説明につきまして、御質問もあろうかと思いますが、それも含めまして、皆様の御意見、

御所感等をお伺いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、御発言を希望される委員の皆さんは、「手を挙げる」ボタンを押していただき

ますようにお願いをいたします。順次私のほうから指名をさせていただきますので、随時、

御発言を希望される場合には「手を挙げる」ボタンをお願いできればと思います。いかが

でしょうか。 

 草間委員、御発言希望されていますね。それでは、草間委員、お願いいたします。 

【草間委員】  全宅連の草間と申します。よろしくお願いします。 

 今回、資料４－１のとおり土地基本方針の骨子案をまとめていただいて、ありがとうご

ざいます。今回の案については、充実した記載で、私どもとして、方向性は基本賛成であ

ります。その中で、関連して３点、御意見を申し上げたいと思います。 

 まず、資料４－１の４ページに、所有者不明土地問題への対応に関する措置として、相

続登記の義務化等に関する方針が盛り込まれておりますが、これらを実効性のあるものに

することが極めて必要であると考えます。ついては、相続登記を申請する方の負担軽減を

図るため、相続登記の義務化に伴う登録免許税の減免措置をぜひ講じていただきたいと考

えております。 
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 また、不動産取引の実務において、建物の表題登記や住所変更登記がされていないケー

スが見受けられます。不動産登記情報の最新化を図る方策として、住所等の変更が生じた

場合は、他の公的機関等のシステムを使った情報提供により、登記官が職権的に変更登記

をする新たな方策はぜひ導入していただき、実現に向けた取組をお願いしたいと思います。 

 また、そのページの下に不動産市場の整備として、ＩＴを活用した重要事項説明や書面

の電子化について本格運用に向けた推進とありますが、今般のコロナ禍において顧客から

のニーズが非常に高まり、デジタル法の施行により、今後不動産取引を電子契約で行う場

面が急増すると思われます。しかしながら、不動産の売買取引については、取引価格が一

般的に高額であるため、本人確認やなりすましなど、慎重な対応が求められます。また、

取引の現場においても、電子契約に伴う種々のトラブルが予測されるため、国交省さんに

おいて、取引時の注意点等をまとめた何らかの指針を示していただきたいと思います。 

 もう１点ですが、さらに５ページの下段では、災害リスクなどについての情報の提供等

として、水害ハザードマップについて盛り込まれておりますが、これは昨年８月の宅建業

法の改正により、重要事項説明に追加された項目であります。これについては、現行の水

防法に基づき、各自治体が作成した水害ハザードマップを提示し、対象物件のおおむねの

位置を示すことが義務づけられておりますが、現状の各自治体のマップの整備状況を見る

と、自治体によっては全く作成されていないケースや、現行の水防法より前に作成された

古いハザードマップがいまだ存在し、自治体の担当者が現行の水防法の規定に適合してい

るかなどの詳細を把握していないケースが見受けられ、現場で混乱が生じております。ハ

ザードマップについては、自治体が作成することは承知しておりますが、各自治体が現行

法に対応したハザードマップが速やかに整備されるよう、支援をお願いしたいと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

【中井部会長】  ありがとうございます。幾つか御質問に近いものもあったかと思いま

すが、何人かの委員の皆さんから聞いた後に事務局のほうにお戻ししたいと思いますので、

田村委員、それでは、次、お願いいたします。 

【田村委員】   

 防災面について意見を述べさせていただきます。令和元年房総半島台風においては、１,

９９６本もの電柱が倒れたことによって（これまで電気の復旧9割は３日から５日で達成

できていたのに）停電復旧に１２日もかかり、また、復旧見込みについて、情報の混乱が

見られました。これは、台風による倒木、倒れた電柱や一部土砂崩れによって、道路閉塞
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が起こり、本日資料２－２に関しまして、道路、線路という、地域に線（ライン）として

走っている社会基盤に対して、また、社会基盤の周辺についても影響を与えるものだとい

うことで、いろいろと法律的に決め事が設けられた、という理解で聞きました。災害の経

験を踏まえて、大きな一歩であると思いました。 

 資料２－３は河川関連の面的に決められた地域に対する点（ポイント）の施設のところ

に対するお話が多かったです。よって、資料２－２はラインの周辺、それから資料２－３は

面の中におけるポイントというところで、いろいろと決め事をしていただくことによって、

減災には確実に効果が上がると評価できます。 

 では、面（レイヤー）として、この部会で最も大事な土地利用については、２－１の４ペ

ージにあるようにここはいろんな法律があたかもいろんな規制をしているような「レッド

ゾーン」「イエローゾーン」というような書き方になってはいるのですが、面的にいろんな

規制等を定めているとはいえ、実は目的は規制ではなくて、今後どのいうふうに土地利用

を進めていくかというところについて「危険性」というような観点も入れていこうという

お話だと思います。 

 ただ、これを見ていると、ただ規制をしているようにしか見えず、今までの３つのとこ

ろは、２－１も２－２も２－３も、規制をするというルールづくりとも読めなくもないと

すると、ルールとルールがバッティングするようなところ（地域）もあるわけですよね。

そうなると、今度どちらを優先するのか。もちろん法律的には、きっと順番づけがなされ

ているのでしょうけど、それはどちらかというと土地利用の考え方としてはどうなのかな

と思います。すごくよろしい資料がついておりましたのが資料２－１の１ページのところ

なのですけど、既に利用されている土地については最適活用して、その後は創造的活用を

していこうというところなのかなと思います。 

 先ほどでてきた「津波まちづくり法」というのは実は規制だけではなくて、レッドゾー

ンやイエローゾーンを設けながらも、もちろん建物についてもいろいろと規制を設定しな

がらも、それを実際に適用するかしないかも自治体が判断し、その自治体か判断した中で、

全体的に土地利用をどうしていくかという計画を地元が立てることができるような法律に

なっているところです。ですので、個別のところをいろいろとルールづくりをしていただ

くことは減災にとって有意義なんですが、長期的な減災という意味においては、ピンポイ

ントというよりは、全体的にハザードも含めた土地利用をどう進めていくかという戦略的

議論が必要かと思います。 
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 となると、新しく顕在化したリスクはコロナ感染症となっており、それに対していろい

ろとお考えになるのはよいのかなと思いますが、まず、土地利用計画というのをどう考え

ていくか、総合的にどう進めるのかというような観点への御提案がぜひとも必要なのでは

ないかと思いました。 

 以上です。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、草間委員のほうから幾つかございましたので、まずは、大谷参事官から登録

免許税関連についてお話しいただけますでしょうか。 

【法務省民事局参事官】  資料１の２ページでございますけれども、先ほど簡単に触れ

ましたけれども、草間委員の御指摘のとおり、登記手続の費用負担の軽減といった観点は

重要だと思っております。また、職権的な住所変更登記についてもぜひ実現すべきだとい

うふうな話がございました。こちらのほうも、その費用負担をどうするのかというところ

がございます。資料１の２ページの真ん中、下の辺りにございます登記手続の費用負担を

軽減というところでございますが、登録免許税の負担軽減策の導入を来年度の税制改正要

望でしていくのかなというふうに考えております。 

 真ん中のところの米印にございますけども、住所変更や死亡の符号の付記等の職権的な

登記に関する免税も含む負担軽減策の導入について、しっかりと要望してまいりたいと考

えております。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 続いて、ハザード情報の関係がございましたので、こちらは松原課長からお願いできま

すか。 

【水政課長】  ハザードマップの関係でお尋ねがございました。今回、ハザードマップ

の策定対象拡大になります。現行の義務づけ対象は約２,０００河川ございますが、その大

体９５％が想定最大のハザードマップができていまして、まだ５％ほど想定最大ができて

いないところでございます。さらに、今後義務づけ河川を拡大してまいりますが、国土交

通省といたしましては、浸水想定区域の設定あるいはハザードマップの策定につきまして、

予算面で申し上げれば、防災・安全交付金というものを活用いただきたいと思っておりま

すし、また、技術的にも、地形データの提供ですとか、あるいはハザードマップ策定のマ

ニュアル等々、そういったものを自治体のほうに提供するというような技術的な支援も行

いまして、財政的あるいは技術的支援、双方向で支援していくとともに、これからまた法
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律が改正されましたら、ハザードマップの作成等々について自治体さんのほうに周知して

まいりたいと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 あとは、ＩＴ重説関係と、それから、田村委員のほうから、少し総合的な土地利用計画

のそもそもの在り方みたいな話がございましたので、こちらは千葉課長でよろしいですか。 

【土地政策課長】  土地政策課長の千葉です。 

 まず、田村委員からいただきました御指摘でございます。資料２－１から２－２、２－

３、それぞれどういう観点から防災・減災に資するのかという整理をしていただきました。

ありがとうございました。そうした中で、こうした各施策を俯瞰的・統合的に見ていく、

そうした位置づけが土地基本方針にも必要じゃないのかという御指摘はごもっともだと思

います。そもそも、この土地基本方針、前の土地基本法の改正で位置づけられたわけであ

りますけれども、その土地基本法の改正の目玉の一つは、管理の概念をしっかり入れると

いうことと並びまして、法目的といたしまして、災害予防、災害応急対策、災害復旧、災

害からの復興に資する適正な土地の利用・管理、そうした概念も目的に入れ込んでおりま

すし、適正な土地の利用・管理の確保を図るための措置というところにも、災害の防止の

観点を入れ込んだというのが土地基本法の大きな柱の一つであります。 

 現在の土地基本方針の中にも、例えば、第一の柱、土地の利用・管理に関する計画の策

定に関する基本的事項という中に、参考資料のほうに土地基本方針がございますので、ま

た後ほど御覧いただけたらと思うんですが、都市のコンパクト化の推進のための計画とい

う項目の中に、防災・減災、安全なまちづくりの観点というものを書かせていただいてお

ります。今回、防災・減災の観点からのいろいろな施策が充実しているということも踏ま

えまして、土地基本方針の中にどういった形で御指摘の観点を盛り込めるのか。今も書か

れている部分があるんですけれども、しっかり受け止めて検討してまいりたいと考えてお

ります。 

【不動産業課長】  不動産業課長の井﨑ですけど、オンラインを活用した重要事項説明、

また書面の電子化の関係について草間委員のほうから御指摘をいただきました。特に売買

取引については、金額が大きいということもありまして、国土交通省のほうでしっかりし

た指針を示すようにという趣旨の御発言だったかと思いますが、売買取引についての書面

の電子化につきましては、ちょうど先週の３月１０日から社会実験を開始しております。
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この社会実験の中で、実際に売買取引についての書面を電磁的方法で交付した際の課題等

をしっかり把握した上で、国土交通省のほうで、本格運用の際にはきちんとした指針を定

めることで、円滑な運用に努めてまいりたいと考えております。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、また委員の発言のほうに戻りたいと思います。吉原委員、お願いいたします。 

【吉原委員】  ありがとうございます。 

 本日も大変詳細な御説明をいただきまして、誠にありがとうございました。私のほうか

らは、資料４－１の土地基本方針改定骨子案についてという項目について、２点意見を述

べたいと思います。 

 まず、１点目は、４ページの上から丸の２つ目、右のほうの赤い字で、防災設備や再エ

ネ事業関係施設等、地域におけるというところがございます。この再エネ事業関係施設に

ついては、第３８回の企画部会の会合で、国のエネルギー政策に寄与する土地利用である

ということから非常に重要であるという御指摘と、それと併せて環境や景観への影響など、

地域での合意形成の課題もあるという御指摘も複数あったかと思います。聞くところによ

りますと、こうした太陽光パネルの設置などについて自治体が設置規制条例を設ける動き

が、この数年で加速しているそうです。そうしたことを考えますと、基本方針の中に再エ

ネ事業関係について盛り込む場合には、現在の地域での問題意識にも配慮した慎重な記述

が大事かと思ったというのが１点です。 

 それから、もう一点は、同じ資料の６ページです。右の赤い字の真ん中のほうで、１．

国・地方公共団体の連携協力とございます。ここの部分に、もし可能であれば自治体の業

務の合理化や効率化に配慮する視点を盛り込んではどうかと考えております。ここ数年で

低未利用の土地や管理不全の土地について民事基本法制も含めて様々な政策の検討が進ん

できております。これらの動きを有効に活用して、地域の課題解決につなげていくために

は、市町村の役割がますます大きくなってまいります。ただ、一方で、自治体職員の方々

の負担も相当大きくなるわけで、業務の合理化・効率化を図り、自治体の方々にやる気を

持っていただいて課題解決につなげていく流れをつくっていくことが、今後とても大事で

はないかと思っています。デジタル化をはじめ情報の集約や手続のワンストップ化なども

工夫が必要な分野だと思いますので、できればこの基本方針に、そうした自治体の方々の

負担が増す一方ではなくて、業務の効率化・合理化にも配慮するという視点が盛り込まれ

ると、自治体の方にもいいのではないかと思います。 
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 先ほど法務省の大谷さんから、民事基本法制の新法である相続土地国庫帰属制度につい

ての御紹介がございました。これは地域の法務局が窓口となりますが、実際には地元の住

民の方々は、この制度ができたと知ったときに市町村の窓口にも相談に来るのではないか

と思います。そうした地元のニーズを市町村できちんと受け止めて、既存の制度の利用に

も繋げていくことが重要であり、その意味で、省庁や市町村の情報連携の在り方も自治体

の業務の効率化に重要だと考えます。例えば、農林地については、農業経営基盤強化促進

法や森林経営管理法によって利用促進の方策もできておりますので、そうした制度をこの

流れの中でどうやって紹介し利用拡大を図っていくかということも総合的に考えていくこ

とが大事ではないかと思います。 

 以上です。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、松尾委員、お願いいたします。 

【松尾委員】  ありがとうございます。松尾でございます。 

 今日は、詳細な説明をいただきまして、ありがとうございました。私からは土地管理の

促進の一環としての防災機能の強化に関して、１つコメントをしたいと思います。 

 今回、従来の土砂災害対策のみならず、水害対策に関しても、ハザードマップの対象地

域を拡大する形で地域指定を行うことによって、防災機能を強化するという展開の方向に

ついては、基本的に賛成です。ただ、この規制の強化は、必然的に所有者の財産権行使を

制限し、財産価値に影響するという面もございますので、それについては、きめ細かな配

慮も必要であると感じた次第です。例えば、土砂災害防止法に基づく特別警戒区域または

警戒区域に指定されますと、不動産取引の際の重要事項説明にも盛り込まれるという形で、

土地の財産評価に影響を及ぼすのではないかといった懸念もあるかと思います。こういっ

た規制の対象地域の指定・拡大による財産価値評価への事実上の影響という地域住民の懸

念に対して、どういうふうに応えていくかという観点から、きめ細かな配慮が必要である

という感じもいたします。 

 土砂災害防止法の場合、警戒区域等への指定に際して、対象区域の所有者等との対話を

経て指定に至る手続はなく，都道府県から突然指定案の連絡が来て、びっくりしてしまう

ということがあるようですが，そういう事態をできるだけ回避して、地域住民との対話の

中で、一体どういうふうに防災機能を強化していくか、危険性に照らして今すべきことは

何なのかということを具体的・能動的に考えていけることが重要であると思います。これ
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は将来的に、時間のかかる話かもしれませんけれども、必要であると感じました。そうい

うことを通じて、国、地方公共団体、地域住民との連携を強化する中で防災機能を高めて

いくということを考えていくことが重要ではないかと思います。 

 例えば、土砂災害防止法に基づく特別警戒区域に指定されているものの中にも、すぐに

何らかの対策が必要なところもあるでしょうし、あるいは、とりあえず対策は必要と言え

るかどうか明らかでない土地、あるいはすぐには対策がとれない土地もあるのではないか

と思います。それらが同じく特別警戒区域に指定されていて、今後誰がどうすべきなのか

ということについての指針が出てこないような状況が起こっていないかが気に懸かります。

市町村が所有する土地に特別警戒区域がかかっていて、近くの住宅の一部にも特別警戒区

域がかかっているような場合、すぐに適切な対策が取れるかというと、的確な情報の不足

や予算上の制約から適切な対策が取れないこともある。そうしたときに、住民としては開

発行為は規制される中で、財産評価が下がって移転する際のマイナスになることへの不安

を抱きつつ、一体何をすべきかが明確ではない状況に置かれてしまうことが危惧されます。 

 一方、不動産取引するときには、重説で特別警戒区域の指定があるということで、財産

価値に影響するんじゃないかという心配もあり、その地域から離れるべきか、踏ん張って

何かすべきか、どちらも両すくみになっているような状況もあるかもしれません。そうい

うことについては、誰が具体的にどういうふうに、そうした場所の減災のの仕方を考えて

いけばいいのかということについて、地域住民と国・地方公共団体が一体となった、より

積極的な取組が期待できるような行動を促すルールづくりを、これから時間をかけて考え

ていくべきではないかというふうに感じました。 

 今日の資料では、資料の２－１の４ページに、土砂災害防止法のレッドゾーン、イエロ

ーゾーンの御説明を詳しくしていただいてありますし、それから、資料の４－１の５ペー

ジでは、そういった災害情報についての情報提供ということで説明に盛り込んでいただい

てありますけれども、その辺りとの関連で、こうした国、自治体、地域住民が連携して防

災に取り組むということを促すような制度づくりを一層強化する観点を盛り込んでいただ

ければというふうに思った次第です。 

 ありがとうございました。以上です。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 では、杉山委員、お願いいたします。 

【杉山委員】  杉山でございます。私から、何点かお話を申し上げたいと思います。 
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 今回、民事基本法制の改正によって、所有者不明土地の発生予防が図られることは大変

良いことだと思います。ただ、モラルハザードの問題も考慮し、土地所有権を国庫に帰属

させる制度は、相続あるいは遺贈により取得した土地に限定されております。また、対象

となる土地についても、建物がある土地や崖地等は除くことになっております。これは、

モラルハザードの観点から当然とは思う一方で、今後、ランドバンクの取組等により低未

利用土地の利活用を推進していく観点から考えますと、相続・遺贈に限定せずに、モラル

ハザードに配慮した上で国庫に帰属させる制度があっても良いのではないかと感じます。

そうすることで、低未利用土地が減少し、地域社会の福利厚生に貢献できる可能性がある

と思いますので、現在対象外となっている土地に関しても、何らかの措置によって、国庫

に帰属させるという制度を考えても良いのではないかと感じます。 

 また、崖地など、今後災害が起きそうな土地を国庫帰属制度から除外している理由は、

国あるいは地方公共団体が行政的に対処する制度があるからですが、今回、鉄道事業法等

の改正によって、民地に対しても、鉄道事業者が応急復旧の作業場等として一時使用可能

とする等の一定の措置が可能となる制度が創設されることになります。防災機能強化ある

いは応急復旧の観点から、こうした制度の考え方を敷衍していくことも考慮いただければ

と思います。 

また、土地基本法に管理の概念が取り入れられ、土地所有者の責務についても定められま

した。土地基本法上の土地所有者の責務には防災や災害時の応急復旧に協力するといった

責務が含まれていると考えますが、そうしたことが広く社会で認識されるように今後周知

していくことも必要だと思います。 

 それから、私ども不動産事業を行う者からの要望ですが、今回、ハザードマップを小中

河川も含めて拡大することは必要だと思いますが、草間委員からもお話があった通り、必

ずしも速やかにハザードマップが更新されていないように思います。各自治体の事情もあ

ると思いますが、ぜひ、現在、国土交通省のホームページで一元管理されているハザード

マップ情報について、その更新状況も適切にフォローしていただきたいと思います。 

 そして、今回新たに、特定都市河川浸水被害対策法等の改正によって、浸水被害防止区

域が創設されます。今後、都道府県知事が対象区域を指定し、その指定を受けた区域では

開発あるいは建築行為が許可制になるということですが、現状ではまだその対象区域が明

確になっておりませんので、早いタイミングで明確化していただければと思います。 

 私からは、以上です。 
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【中井部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、続いて、瀬田委員、お願いします。 

【瀬田委員】  よろしくお願いします。 

 まず、全体としては、毎回そうですけれども、制度的な、あるいは法律的な基盤がだん

だん整ってきて、まさに人口減少に対応する土地の登記とか利用の制度というのが整備さ

れてきているなということで、関係の皆様の御苦労に大変感謝したいと思っています。こ

れから、その制度・法律の下で運用していくときに、非常にいろんな個別の問題が起きて

くるのではないかと思いますので、今後、さらにそれぞれ所管・分野で御苦労があるのか

なということも同時に考えています。 

 その関係で、１つ御質問と１つコメントさせていただきたいんですけども、まず資料１の

４ページ目で国庫に帰属する制度というのを御説明いただきました。要件があって、要件

に該当しないということを満たした土地について、１０年分の土地管理費用相当額を納付

した上で国庫帰属というふうにありますが、その後、誰がどういう形で管理するのかとい

うのが実はちょっと気になっていて、多分、具体的にはこれから検討されるのかもしれま

せんが、今のところどんなところまで決まっているのか、あるいは構想として考えていら

っしゃるのかというのをお伺いしたいというのが質問です。 

 もう一つはコメントのほうですけども、資料２－１の４ページ、先ほどから先生方から

も御指摘があるレッドゾーン、イエローゾーンの部分ですが、こういった形で土地利用規

制、災害と関係させて、危ないところには住まわせないということは、基本的には非常に

重要な取組だと思っています。他方で、松尾委員も御指摘されたように、財産価値ですと

か、あるいは今、住んでいる人への対応というのが非常に重要だということも言えると思

います。 

 ちょっと私が気になっているのは、それに加えて、現在、気候変動などが非常に深刻化

して、これまで災害が起きると思っていなかったところで災害が起きるといったところも

見られていると思います。そうすると、危ないと思って追い出そうとしている土地では被

害が起きなくて、安全だと思って何もしない土地のほうで被害が起きるという矛盾という

か、そういったことも多分そのうち起きてくるのではないかと思います。ある程度はしよ

うがないと思うんですけれども、そのためにも、こういった規制制度によって特定の区域

を決めて、そこになるべく人が住まないように規制するというのは、非常慎重にしつつ、

ただ、少しずつ進めていかなければいけない。その過程でしっかり分析をした上で、しっ
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かりした基準を決めて進めていくということが非常に重要だというふうに感じました。 

 コメントは、以上です。ありがとうございました。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 時間の関係もございますので、委員の御発言を先にお聞きしたいと思います。染谷委員、

お願いいたします。 

【染谷委員】  今日は、人口減少に対応する土地利用の制度の在り方について大変丁寧

に御説明をいただいて、ありがとうございます。私、行政の立場から、２点コメントさせ

ていただきたいと思っています。 

 １つは、資料１の４ページ、土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設というところで、

先ほど瀬田委員からも御質問がございましたが、この運用について、地方公共団体に対し

て承認申請があった旨を情報提供して、土地の寄附受けや地域での有効活用の機会を確保

するということになっているんですが、行政のほうも小さな土地をあちこちばらばらにと

言われても、なかなかそれは活用しにくいものでありまして、行政のほうで利用する予定

のない土地については、誰がどのような形で管理していくのか。法務局がそれを国庫に帰

属という形で管理していくのかどうかというところを、１つ確認させていただきたいと思

います。 

 そして、２つ目は、資料２－３の４ページのところ、事前放流のところでございます。

左上に河川管理者、利水者等で構成する法定協議会を設置するということで、既に静岡県、

私どものところはこの法定協議会を設置して議論を進めているのですが、事前放流は的が

当たって大雨が降ったときには大変有効な手段ですが、的が外れてしまうと、農業関係者

でありますとか、利水関係者は水がなくて困るという状況にもなりかねないんです。そし

て、その事前放流の判断は極めて難しいものだと私は思っておりまして、事前放流拡大の

ルールづくりというものをきちっとしていかないと、判断に迷う場面が出てくるのではな

いかなというふうに思いました。 

 以上、２点です。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 では、谷山委員、お願いします。 

【谷山委員】  委員の谷山です。 

 今回の議論の中では、基本的には民事基本法制の見直しを踏まえた所有者不明土地問題

に関して主に整理されていて、私も内容自体は非常によいものになっていると思います。 
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 その中で、１点質問と１点コメントがあります。１点目は、資料４－１のところで、土

地基本方針の骨子案という中で、例えば５ページ目や他のページにもありますが、何点か

新規も充実もない項目があります。例えば不動産市場情報の整備の推進というところは、

今回改定する内容が何もないことになっていますが、少し寂しい気もします。ここは本当

に何もないんでしょうかというところが１点目の質問です。 

 ２点目は、一番最後の７ページ目になりますが、こちらのデジタル社会の実現に向けた

取組や新型コロナウイルス感染症の対応というところの位置づけとして、この４番目の資

金・担い手の確保という項目に入ってしまう立てつけというのは、少し違和感があります。

基本的には、土地に関連するＤＸ、デジタルトランスフォーメーション、デジタル活用と

いうのは、これからの大きなテーマだと思います。それを資金・担い手の確保の中に入れ

るというよりは、土地のＤＸとして、デジタル社会の中で土地がどのように位置づけられ

て、これから創造的活用も含めて、どのように発展をしていくのか。このようなところが

別立ての章になってしまうと、それも少し大変かもしれませんけれども、何らかの位置づ

けというところは、少し整理ができるのであればしたほうがいいと思っています。 

 整理する上での観点としては、ハザードマップなどの何らかのリスク情報や不動産の何

らかのデータベースなど、まずは情報という面があります。もしくは取引という面でも、

非対面での重要事項の説明などの進展があります。また、業務プロセスという面では、不

動産や土地に関連する業務の管理やコントロールというところでも、このようなＤＸが使

われるかと思います。デジタル社会の実現に向けた取組は、情報や取引や業務などの観点

から、少し再整理した形で骨子の中で位置づけていただけると非常に分かりやすいかなと

思いました。 

 以上になります。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 では、続いて、井出委員、お願いします。 

【井出委員】  ありがとうございます。成蹊大学の井出です。 

 基本方針のところと、イエローゾーン、レッドゾーンのところについてコメントがあり

ます。今、谷山委員からお話もあったように、基本方針のところでは、今回特に細かく、

オンラインあるいはデジタル情報をいかに効率的に活用して登記を更新していったり、充

実を図るということがかなり丁寧に書かれているところは、とても高く評価したいと思い

ます。谷山委員の言われたように、こういったことをもう一度整理していただきたいとい
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うことと、参考資料の土地基本方針のところのあれを見ますと、規制をかけるといったと

ころがすごく強いイメージが全体としてあります。何のためにこの規制をかけるのか、ど

ういった社会を示すのかというところを、最後のところでもいいんですけれども、よりよ

い、持続可能な社会に向けての一つの取組なんだみたいなことをちょっと考えて書いてい

ただいて、余りにも規制だけが前面に出るような形じゃない、規制のための規制というの

はないんだというようなことがちょっと分かるようにしていただけたらなというふうに思

いました。それは、文言の整理の問題だと思います。 

 あと、資料２－３のところが非常に気になって、先ほどから松尾委員とか、いろいろな

ところにもあったんですけれども、今回、多分一番問題になるのが水害系のハザードマッ

プのところと区域の指定拡大というところだと思います。松尾委員がおっしゃいましたよ

うに、現状でも進んでいないということに加えて、利害関係者でもいろいろ意見が分かれ

るということは重々承知しているんですが、まず、１点目として、水害に関する客観的な

科学的なデータは速やかに公表していただきたいというふうに思います。自然災害は待っ

てくれませんので、情報を出そうか出すまいか、いろいろ話し合っているうちに水害が来

てしまったということがないようにということで、多角的な見地から、それはどこの機関

が出すのかということも含めて検討の必要はあると思いますけれども、客観的で科学的な

データを速やかに出していただいて、とにかく議論の土台に皆さんがついていただくよう

な状況をまずつくるということが大切だと思います。情報が後回しになってしまいますと、

結局、守れるものも守れないということで、そういった情報が出た上で、危険区域の指定、

あるいはどの程度のレベルの指定をかけるのかということについては、それを利害関係者

と話し合うということですが、そのためにも、将来的には、よりよい都市、まちづくりを

するための区域指定なんだということを明確に皆さんに認識していただく上でも、客観的・

科学的データはできる限り速やかに公開すべきだというふうに思っています。 

 ２番目としては、自治体で非常に対応が難しい、全ての面において、今、自治体の負担

が大きいということは、田村委員もおっしゃったようなところだと思います。自治体の広

域連携を活用していただきたいというふうに思います。特に、流域河川は複数の自治体に

またがっていますので、隣の自治体がやっていて、こちらはやっていないとか、やり方が

違うとかということは混乱も招くと思います。資料の２－３にもありましたような広域の

組合をすぐに作っていただいて、そこの全体として強いリーダーシップの下で、自治体が

関連する必要なハザードマップを作っていただいて、それを適時更新していけるような広



 -33- 

域連携というのをぜひ進めていただきたいというふうに思います。そこの部分に、民間が

積極的に協力、加わることによって、アプリの開発を含めたデジタル情報とか避難訓練、

そういった様々なものに連携をしていけるようなことが必要だと思いますので、そういっ

た広域連携と、客観的・科学的データの速やかな公開ということはぜひやっていただきた

いと思います。 

 以上です。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、飯島委員、お願いいたします。 

【飯島委員】  飯島でございます。１点のみ短く申し上げたいと思います。 

 資料の４－１の７ページですが、谷山委員がおっしゃったことと全く同じで、４の資金・

担い手の確保の内容として取り上げるべき事柄がこれなのかということを最も感じました。 

 この点に関連しまして、民事基本法制の改正で、資料１の５ページのところで、所有者

不明土地・建物、また管理不全土地・建物についても管理制度を創設して、管理人の選任

を予定しているということですけれども、確かに民民の世界ではありますが、こういった

管理人というものと、ここでの議論がリンクされ得るのか。資料３の２ページで地方公共

団体等による活用を可能とする特例制度について説明がありましたけれども、どういう担

い手を想定していくのかについて、全体としてここで構想できないだろうかと考えました。 

 以上でございます。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 辻委員、お願いします。 

【辻委員】  辻です。端的に２つお伺いします。 

 ２つとも大きい点なんですが、１つは、土地利用法改正のところで、ＩＴを活用した不

動産市場整備が指摘されていまして、先ほども幾つか議論ありました。今回例示で出され

ているところは、割と原初的な初歩的なものが多くて、ＩＴ活用をしたというと、今プラ

ットフォーム改革と言われるように、もう少し不動産市場全体のシステムを変えていくよ

うな、ないしは不動産市場全体を変えていくことにつながっていきそうなものの芽出しぐ

らいはあってもいいのかなというふうに思っているんですが、デジタル庁との役割分担な

んかも含めまして、この点、どういうことを現在展望されているかというのが１つです。 

 それから、２つ目は、改正も予定されているということなんですが、全体の景気状況か

ら言いますと、今は世界的な金余り状況で、株も土地も比較的高値に張りついていると言
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われています。今回、この所有者不明土地について適正情報を提供していくというのは、

どちらかというと価格を下げていく可能性が高いと思うんですが、仮にバブルが崩壊して

いくとなると、こういう適正化が非常にやりづらくなってくると。そう考えると、割と具

体的な試みは早め早めに取りかかったほうがいいんじゃないかというふうにも思われるん

ですが、その点、どうお考えですかと、この２点です。 

 よろしくお願いします。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 今のところ、手を挙げられている方は全て御発言をお願いしたかと思いますけれども、

よろしいでしょうか。 

 それでは、御質問あるいはコメントも多々ございましたので、順に担当のところからレ

スポンスをお願いできればと思います。それでは、まず、大谷参事官からお願いできます

でしょうか。 

【法務省民事局参事官】  何点か御質問、御意見をいただきました。順不同でお答えさ

せていただければと思います。 

 まず、杉山委員のほうから、相続土地国庫帰属制度につきまして、あるいは相続に限ら

ないでいいのではないか、崖地といったものについても、この制度の対象にすることも考

えられるのではないかといった御指摘を賜りました。今回の法案におきまして、まさに杉

山委員御指摘のとおり、モラルハザードという観点から、ある程度の要件を絞っていくと

いう形でお出しをしております。相続によって取得した土地に限っておる趣旨と申します

のは、相続の場合には、類型的に意思に基づかないで土地を取得させられる場合があると

いうところがございまして、自らの意思で土地を取得した場合とは違った保護の必要性が

あるだろうということで、今回はその相続に限った形で制度を始めるということにしてお

りますし、崖地につきましても、モラルハザードあるいはコストの観点から対象から外し

ておりますけども、危険な崖地については、引き続き、国土管理の観点から行政的な措置

が取られることというふうに思われますし、今後、いずれにしても、この要件の在り方に

つきましては、この制度、全く新しいものでございますので、まずは、このような要件で

スタートさせた上で、制度の運用状況を見ながら、また必要な見直しを図っていくことと

したいと考えております。 

 また、瀬田委員と染谷委員から、この相続土地国庫帰属制度に関しまして、誰が管理を

するのかといった御指摘、御質問がございました。この仕組みにおきまして、法務大臣・
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法務局のほうは、この要件を審査するという形で関与いたしますけれども、実際に国庫帰

属してからの土地の管理は、今までと同様、国有財産の管理に当たる部局において管理す

ることとなります。具体的には、主に農用地として利用されている土地につきまして、あ

るいは森林として利用されている土地につきましては、農林水産大臣の管理になりますし、

それ以外の土地でございましたら、財務大臣の管理という形になります。 

 地方公共団体に対しましては、先ほど染谷委員の御指摘ございましたけども、承認申請

があった旨を法務局から情報提供させていただくということで、これは何も地方自治体の

ほうでこれを引き受ける義務があるわけでは、もちろんございませんし、地域において必

要があるということであれば、別途寄附を受けるという形の交渉もしていただくことは可

能にするというところでございますが、承認がされて国庫に帰属した土地につきましては、

先ほど申し上げたような形で管理が図られていくというふうに考えております。 

 最後、吉原委員から、新しいこの仕組みがつくられた場合の、また自治体との連携とい

う御指摘もございました。まさしくおっしゃるとおりで、今後この新しい制度が導入され

ましたら、地方公共団体の窓口との関係等も、また密にやっていく必要があるだろうと思

っておりますし、法務省といたしましても、新しい制度の周知をしっかりと図ってまいり

たいと考えております。 

【中井部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、松原水政課長。 

【水政課長】  松尾先生、杉山先生、瀬田先生、井出先生から、特に土地利用規制を伴

う浸水被害防止区域の関係で、地域住民への影響も大きいので、丁寧にやるべきだ、やっ

たほうがいいんじゃないかというお話ですとか、国、地方の連携の話、あるいは客観的デ

ータの提供、それから広域連携、それから制度の運用に当たっての方針を早めに明示して

ほしいといったことを御提言いただいたかなと思っています。 

 まず、ちょっと資料が簡略だったので説明を飛ばしちゃいましたけれども、今回の浸水

被害防止区域については、都道府県知事が指定する際には、資料の２－３の３ページにご

ざいます協議会の場で議論して、流域水害対策計画というものをつくるというスキームに

なっておりますけれども、この流域水害対策計画をつくる主体は、河川管理者、直轄河川

であれば国、それから、都道府県知事、市町村長、下水道管理者になります。この計画の

中で、浸水被害防止区域の指定の方針というものも位置づけていくことになります。この

計画を策定する際には、法律上、公聴会の開催と住民の意見を聞く手続を講じることとい
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うような規定が入っております。 

 あるいは、実際に浸水被害防止区域を指定する際には、また改めて、住民への公衆の縦

覧、意見書の提出手続等も設けておるところでございまして、そういった住民の意見もし

っかり把握していきながら制度の運営を図っていきたいと思っておりますし、今、申し上

げましたとおり、直轄河川であれば、河川管理者である国のほうから地方のほうに、どう

いったところが水につかりやすいのか、これからハード整備をしていっても、当面つかり

続けるような、危ないエリアですよというような情報提供をきちんとやっていくことで、

地方のほうが対策を客観的なデータに基づいて講じることができるように、国としても努

めてまいりたいと思っております。 

 また、広域連携の関係で申し上げれば、今回、特定都市河川に指定されますと、その河

川が存する都道府県、それから市町村、そこに複数市町村がいらっしゃれば複数入ります

し、場合によっては、その特定都市河川に接続する他の河川、そこに存する市町村長さん

も参画することが可能な仕組みにしておりますので、そういった形で広域的な連携も図れ

るようにしてまいりたいと思っております。 

 あと、方針等につきましては、法律が公布されますと６月施行ということで、６月の間

に政省令等の準備をすることになりますが、併せて、当然のことではございますけれども、

自治体向けの施行通知、あるいは説明会等の開催等を通じまして、制度をどういった運用

したらいいのかということについては、また改めて各地方のほうに周知してまいりたいと

思っております。いずれにいたしましても、今いただいた御意見については、どちらとい

うと運用の段階で注意すべきことかと思っておりますけれども、御意見を踏まえて、適切

に運用していきたいと思っております。 

 また、染谷先生から事前放流について、お話がございました。これにつきましては、ま

さに、気象庁の気象予報の精度向上ということが重要かと考えております。これについて

は、気象庁、それから国交省本省が連携して、気象予測技術の向上ということについて、

今、検討を進めているところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

【中井部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、土地政策課の千葉課長からお願いします。 

【土地政策課長】  ありがとうございました。 

 順不同ですけれども、土地基本方針の関係等々で申し上げます。 
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 吉原委員から再生エネの部分につきまして、この間の議論でも御指摘いただいておりま

した、地方公共団体の動向を踏まえた書きぶりということでございます。そのように対応

したいと考えております。 

 それから、様々な施策が充実していく中で、地方公共団体、とりわけ市町村の合理化・

効率化、やる気を引き出していくような取組というのが大事だと。ごもっともでございま

す。どういった書きぶりの工夫ができるか、検討させていただきたいと思いますが、重要

な御指摘だと認識しております。 

 それから、谷山先生、飯島先生からもいただいておりますデジタル化の関係です。資金・

担い手のところに違和感があるよ。ごもっともでございまして、今回、既存の柱立てに無

理無理、代表的なものを素案という形でお示ししたんですけれども、項目の立て方も含め

まして御指摘も踏まえて検討してまいります。 

 それから、今回記述の追加とかがない部分、これは空っぽなのかというお話でございま

す。決してそうではございませんで、今回、この間御指摘をいただいたこと等々、素案と

いう形でお示しさせていただきましたが、書いていない部分についてもしっかりと検討し

てまいりたいと思います。 

 それから、井出先生、規制のための規制にならないような、どういう趣旨・目的で様々

な規制をやっているのか、そういったことが国民目線でしっかり分かるように土地基本方

針を一度しっかり見るべしと、そのように対応させていただきたいと思います。 

 最後、辻先生、ＩＴ関係、初歩的なものが多いよね。なかなか厳しい御指摘でございま

すけれども、この辺についても、ここにはまだ書いていませんが、検討中のものもござい

ますので、どういう書きぶりにできるのか、しっかり検討してまいります。 

 最後、世界的に見ると金余りという経済情勢の中で、今後を見通したときに、政策、し

っかりと急いだほうがいいよ。そういう大局的な経済動向まで踏まえたわけではありませ

んが、しかるべきタイミングで関係省庁一体となって、やるべきことは漸次打っていくと

いうスタンスでこの問題に取り組んでまいりたいと思っておりますので、御理解を賜れれ

ばと思います。 

 どうもありがとうございました。 

【中井部会長】  ありがとうございました。 

 予定しておりました時間を過ぎておりますので、本日はこれぐらいにさせていただけれ

ばと思います。本日いただきました議論につきましては、事務局において検討課題として
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整理していただき、次回以降の調査審議に反映していただくよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、本日予定されている議事は以上でございますので、これで終了させていただ

きます。 

 進行を事務局にここでお返しいたします。 

【企画専門官】  中井部会長、ありがとうございました。 

 また、委員の皆様におかれましては、本日は長時間にわたる御審議、大変ありがとうご

ざいました。 

 次回につきましては、４月中旬頃を予定してございますが、議事等も含め、詳細につき

ましては、追って御連絡させていただきます。 

 それでは、以上をもちまして、第４０回国土審議会土地政策分科会企画部会を終了いた

します。誠にありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


